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Ⅰ．令和６年度海上保安庁関係補正予算配分方針 

 

   令和６年度船舶交通安全基盤整備事業補正予算については、「国民の安心・安全と持 

続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年１１月２２日閣議決定）に基づき、海上 

保安能力の強化等及び防災・減災、国土強靱化の推進事業に配分する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ．令和６年度補正予算配分総括表 
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Ⅲ．事業別概要　　　　　       30箇所　　　事業費　4,037百万円

○防災・減災、国土強靱化の推進

【航路標識の老朽化等対策】

航路標識の倒壊、損壊等の被害に対応するため、長寿命化のための整備を着実に実施し、

航路標識の老朽化等対策を図る。

【航路標識の耐災害性強化対策】

航路標識の耐災害性強化を図り、船舶交通の安全を確保するための対策を講じる。

蓄電池の増設太陽電池化基礎部亀裂補修

（環境遮断）

耐波浪型LED灯器等の整備

＜海水浸入防止対策＞ ＜信頼性向上対策＞＜電源喪失対策＞

外壁補修 防水工事 建物及び基礎の補強

〇海上保安能力の強化等

【巡視船艇の代替整備】

巡視船艇の老朽化に伴い代替整備する。

【巡視船艇等の運航】

巡視船艇等の活動に必要な運航を維持管理する。
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IV.管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

防災・減災及び国土強靱化の推進

海上保安庁 0 2,560 0

第一管区
海上保安本部

2 47 7

第二管区
海上保安本部

4 38 17

第三管区
海上保安本部

4 155 18

第四管区
海上保安本部

5 30 20

第五管区
海上保安本部

5 427 20

第六管区
海上保安本部

2 47 7

第七管区
海上保安本部

0 410 0

第八管区
海上保安本部

2 7 5

第九管区
海上保安本部

0 5 0

第十管区
海上保安本部

3 45 43

第十一管区
海上保安本部

3 265 8

合　　　　　　　　　計 30 4,037 144

※維持管理費については、事業箇所に計上していない。

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区
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Ⅴ．配分箇所の具体事例

国民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～

都道府県名 箇所名 配分額 事  業  概  要

百万円 

兵庫県 江井ケ島港船舶交通 5

（明石市） 安全基盤整備事業

鹿児島県 屋久島船舶交通 22

（熊毛郡） 安全基盤整備事業

激甚化・頻発化する自然災害に対応するた
め、航路標識の信頼性向上対策を推進し、船
舶交通の安全確保を図る。

激甚化・頻発化する自然災害に対応するた
め、航路標識の信頼性向上対策を推進し、船
舶交通の安全確保を図る。
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